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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２５年１１月７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２５年７月１５日（月、祝日） ０９時４０分ごろ 

発生場所 和歌山県有田
あ り だ

市宮崎ノ鼻西方沖 

 有田市所在の紀伊宮崎ノ鼻灯台から真方位２６６°２３０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°０４.４′ 東経１３５°０４.６′） 

事故調査の経過  平成２５年７月１７日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸

事務所）を指名した。 

 なお、後日、１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 けん丸、２.５トン 

   ＷＫ３－１９８４０（漁船登録番号）、個人所有 

   ９.５０ｍ（Lr）×２.４０ｍ×１.０２ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数７０、昭和６１年１０月２４日 

Ｂ プレジャーボート 祐
ゆう

丸、５トン未満 

   ２５２－６７２３和歌山、個人所有 

   ５.７３ｍ（Lr）×２.０５ｍ×０.６９ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、１８.４kＷ、昭和５３年５月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ７４歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５１年５月２１日 

    免許証交付日 平成２３年１月１７日 

           （平成２８年６月１７日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６９歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５５年５月２８日 

    免許証交付日 平成２４年１月３１日 

           （平成３０年１月２８日まで有効） 

 死傷者等 軽傷 １人（同乗者Ｂ） 

 損傷 Ａ 船首下部の防舷材に擦過傷 

Ｂ 左舷船首部に亀裂、左舷船首付近のたつに破損 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、一本釣り漁業の操業を終えて有

田市箕島
みのしま

漁港へ帰航中、船長Ａが、操舵室で立ち、手動操舵により、
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宮崎ノ鼻南西方沖を約８～９ノット（kn）の速力（対地速力、以下同

じ。）で北北東進中、左舷船首方にＡ船の方へ向かって来るＢ船を認

めた。 

 船長Ａは、右舷側に見える陸岸までの距離が近かったので、Ｂ船を

避けるために左舵を取ったところ、Ｂ船が変針してＡ船の方に向かっ

て来たことを認め、Ｂ船を避けようとして右舵を取ったものの、Ｂ船

が更に変針してＡ船の方に向かって来たので、その後も変針を繰り返

し行っていたところ、Ｂ船に接近することとなり、衝突すると思って

機関を後進にかけたが、前進行きあしが残った状態で平成２５年７月

１５日０９時４０分ごろ、宮崎ノ鼻西方沖において、Ａ船の船首部と

Ｂ船の船首部とが衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、同乗者Ｂを乗せ、船長Ｂが、船

尾左舷側に座って船首方を向き、右手で船外機のスロットルレバー

（舵柄）を持ち、釣り場へ向けて宮崎ノ鼻北方沖を約５knの速力で南

進中、右舷船首方にＢ船の方へ向かって来るＡ船を認めた。 

 船長Ｂは、Ａ船を避けるために右舵を取ったところ、Ａ船が変針し

てＢ船の方に向かって来たことを認め、Ａ船を避けようとして左舵を

取ったものの、Ａ船が更に変針してＢ船の方に向かって来たので、そ

の後も変針を繰り返し行っていたところ、Ｂ船の左舷船首部とＡ船と

が衝突した。 

 同乗者Ｂは、船首甲板で後方を向いて座っていたところ、Ａ船の接

近を知って衝突の危険を感じ、中腰の姿勢で身構えていたが、両船が

衝突し、甲板上に転倒して頭部及び左脇腹を打った。 

 船長Ａは、衝突後、有田川河口付近でとどまっていたが、大した事

故ではないと思って発進し、１０時ごろ箕島漁港に帰港した。 

 小型船舶の乗船者は、本事故発生場所付近で事故の発生を目撃して

Ｂ船に近づき、けが人の有無を確認した後、海上保安庁へ通報した。 

 同乗者Ｂは、Ｂ船が係留場所付近の船溜まりに到着した後、船長Ｂ

に付き添われて有田市内の病院へ行き、医師の診察を受けた。 

（付図１ 事故発生場所図 参照） 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風 なし、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 その他の事項  船長Ｂは、平成２５年４月からＢ船を所有し、Ｂ船の操縦が本事故

当日で５回目であった。 

 Ａ船及びＢ船は、乗船者全員が救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、宮崎ノ鼻西方沖を箕島漁港へ向けて北北東進中、船長Ａ
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が、左舷船首方にＡ船へ向かって航行して来るＢ船を視認した際、右

舷側の陸岸が近かったので、Ｂ船を避けようとして左舵を取り、その

後、右舵を取るなどし、変針を繰り返し行って航行を続けたことか

ら、両船が接近することとなり、機関を後進にかけたが、Ｂ船と衝突

したものと考えられる。 

 Ｂ船は、宮崎ノ鼻西方沖を釣り場へ向けて南進中、船長Ｂが、右舷

船首方にＢ船へ向かって航行して来るＡ船を視認し、Ａ船を避けよう

として右舵を取り、その後、左舵を取るなどし、変針を繰り返し行っ

て航行を続けたことから、両船が接近することとなり、Ａ船と衝突し

たものと考えられる。 

原因  本事故は、宮崎ノ鼻西方沖において、Ａ船が北北東進中、Ｂ船が南

進中、船長Ａ及び船長Ｂが、相手船を避けようとし、変針を繰り返し

行って航行を続けたため、両船が接近することとなって衝突したこと

により発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・他船を避ける場合、陸岸が近いことなどによって変針方向等が制

限されるときは、減速すること。 

 ・他船の動作や意図が理解できない場合又は他船の衝突回避動作に

疑いがあるときは、警告信号を行うこと。 

 ・小型船舶は、有効な音響による信号を行うことができる手段を講

じておくこと。 
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和歌山下津港 

有 田 区 

第３区 

（平成２５年７月１５日 

 ０９時４０分ごろ発生） 

事故発生場所 紀伊宮崎ノ鼻灯台 

付図１ 事故発生場所図 
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